【よくある誤解】
◇「地方公共団体や独立行政法人等が設置している事業所等は調査票を提出する必要はない。」
→地方公共団体や独立行政法人等が設立した事業所等についても、調査対象となっております。
 
◇「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の届出をしていない場合は提出する必要はない。」
→調査票のⅡ（1）①-3「届出をしていない理由」を記入した上で、他の調査項目についても回答してください。
 
◇「現在サービスを提供していないので、調査に回答する必要はない」
→調査表1頁目の「Ⅰ 調査対象サービスの活動状況」についてのみ回答の上、ご提出ください。
【調査票記入に関するお問い合わせ先】（調査対象施設・事業所用）
「平成27年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」事務局
℡：0120-303-905（フリーダイヤル）
※受付時間　平日9：30～17：30（土・日・祝日を除く）
E-mail：jimukyoku@h27shogaishogu.jp
調査専用ホームページ：http://h27shogaishogu.jp/
